
20 年 月 日

（公財）東大阪市産業創造勤労者支援機構理事長　宛

なお事業主を代理人と定め助成金の受領を委任しますので事業所指定口座にお振込みください。

● 申請期限は施設使用日より1年以内です。（2025年4月1日以降の使用分より対象）

● 助成額は施設使用料金の３０％（備品使用料、机・イス等設置料、加算料金等は対象外）とし上限5,000円です。

● 申請者（会員）名が記載された施設使用承認書（ｺﾋﾟｰ可）を添付してください。

● 施設使用承認書１枚につき１回の助成とし年度内1回限りです。(支払日ベース）

● 使用料金の前納後であっても使用を取り止めた場合は助成の対象外となります。

● 締日は毎月25日となります。

円×　0.3 ＝

会 員 氏 名

日中の連絡先

㊞

公益財団法人　東大阪市産業創造勤労者支援機構

ゆとりーと共済

ク リ エ イ タ ーズ プ ラ ザ 使 用 助 成 金 申 請 書

ー

　コピーしてご利用ください　　

円
助　成　額

　　施設使用料金（備品使用料、机・イス等設置料、加算料金等は除く）

FAX不可

会 員 番 号

事 業 所 名

利　用　日

下記の通りクリエイターズプラザ使用助成金を申請いたします。

　　　20　　　年　　　 　　月　　　　　日

受付印

CHECK 提出前にご確認いただき✓を入れてください。

記入漏れ、捺印漏れはありません

施設使用承認書に申請者（会員）名が記載されていますか？


